
議
第
三
十
五
号

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

令
和
二
年
二
月
二
十
日
提
出

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

岐
阜
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
一
十
五
の
三
の
項
第
二
十
号
中
「
譲
受
」
を
「
譲
受
け
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
三
号
中
「
書
換
」
を

「
書
換
え
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
五
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
そ
の
職
員
に
」
を
加
え
、
「
立
ち
合

う
」
を
「
立
ち
合
わ
せ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
四
十
八
号
中
「
第
四
十
二
条
」
の
下
に
「
又
は
法
第
四
十
六
条
第

二
項
」
を
加
え
、
「
事
業
又
は
火
薬
類
の
貯
蔵
若
し
く
は
消
費
に
関
す
る
報
告
を
受
け
る
」
を
「
報
告
徴
収
を
す

る
」
に
改
め
、
同
項
中
第
五
十
四
号
を
削
り
、
第
五
十
五
号
を
第
五
十
四
号
と
し
、
第
五
十
六
号
か
ら
第
七
十
五

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
表
二
十
八
の
項
第
二
号
中
「
第
五
十
二
条
の
二
第
六
項
」
を
「
第
五
十
二
条

の
二
第
五
項
」
に
、
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
商
工
会
の
設
立
等
の
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
規

定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
の
下
に
「
商
工
会
の
事
務
所
へ

の
」
を
加
え
、
同
項
第
十
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中
「
規
定
に
よ

り
」
の
下
に
「
商
工
会
の
」
を
加
え
、
同
項
第
十
四
号
中
「
規
定
に
よ
り
」
を
「
規
定
に
よ
る
商
工
会
の
」
に
改

め
、
同
項
中
「
、
可
児
市
」
を
削
り
、
「
関
ヶ
原
町
」
を
「
関
ケ
原
町
」
に
改
め
、
同
表
五
十
四
の
項
第
一
号
中

「
六
の
項
ま
で
、
八
の
項
及
び
九
の
項
」
を
「
五
の
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
一
十
五
の
三
の
項
及
び
二
十
八
の
項

の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

提

案

説

明

統
計
法
施
行
令
の
一
部
改
正
等
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
理
を
行
う
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ
う
と
す
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る
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